
号　証 作成年月日
作　成

者
立　証　趣　旨 備考

甲３９

令和３年第４回
石垣市議会（定
例会）議事録

（抜粋）

写し 令和3年6月28日
石垣市
議会

本件自治基本条例２８条１項及
び同条４項などを削除する旨の
改正をする過程における石垣市
議会での議論をみても、これら
の規定の廃止によって石垣市長
が本件住民投票を実施しなくと
もよくなる、などという議論は
一切なされていないこと

甲４０
地方自治月報

第５８号
（抜粋）

写し 総務省

①本件自治基本条例上の住民投
票が実際に実施された例（運用
された例）として、平成２８年
２月７日に投票が行われた石垣
市庁舎の建設位置について問う
ための住民投票があること
②前記住民投票は本件自治基本
条例第２７条第２項（改正後第
２８条２項）に基づいてなされ
たものであること

令和５年（行コ）第６号　石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否
を問う住民投票において投票することができる地位にあることの確認請求控訴
事件
控 訴 人 　　金　城　　龍太郎　外２名　
被控訴人 　　石　　 垣　　 市

証　拠　説　明　書　10

令和5年10月27日
福岡高等裁判所那覇支部民事部　御中

標　　　　　目
（原本・写しの別）

控訴人ら訴訟代理人　弁護士　　大　 井 　　　　琢

同　　　　弁護士　　中　 村　　昌　 樹

　頭書事件につき、下記のとおり証拠の説明を致します。

記


